
別紙３ 

評価項目及び評価基準 

 

１ 評価点 
  評価点の算出方法は、次の合計点数とする。 
 
     企画審査点数 ＋ 価格審査点数 ＝ 合計点数 
      （100 点満点）  （10 点満点）  （110 点満点） 
 
２ 企画審査点の点数化の方法 
  企画審査点の配点は、100 点とする。また、表１に示す評価項目ごとに、表
２で示す基準により評価し、項目ごとに算出した点数の合計を企画審査点数と
する。なお、各評価項目の点数及び企画審査の点数の計算方法は、次に揚げる
とおりとする。 

 (１)各評価項目の点数＝表１の各項目の配点×表２の評価による配分率 
  ※少数点第２位まで求める（小数点第３位以下は切り捨てる。）。 
 (２)企画審査点数＝上記(１)で算出した各評価項目の点数の合計 
  ※少数点第２位まで求める。 
 

ア 評価項目及び配点 
   評価項目及び配点は、表１のとおりとする。 

表１ 評価項目及び配点 

評価項目 評価基準 配点 項目配点 

１ 企画提案内容 

ふるさと納税に対する当市の取組
みへの理解度と実施方針の妥当性 

13 

50 
対外的ＰＲ推進への貢献期待度 13 

企画提案内容の独創性、先進性及び
優位性 

12 

業務工程の具体性及び実現可能性 12 

２ 業務実施体制 

人員配置計画の具体性及び妥当性 12 

50 

類似業務実績及びその内容評価 12 

配置担当者の技術力や業務実績 10 

連絡及び協議体制の構築 8 

当該業務に対する意欲・熱意 8 

合 計 100 100 

 
 
 
 
 



  イ 評価による配分率 
   表１の各評価項目について、表２に示す５段階により評価する。 

表２ 評価による配分率 

評価 評価内容 
点数の算出方法 
（配分率） 

Ａ 特に優れている 配点 × 100％ 

Ｂ 優れている 配点 ×  75％ 

Ｃ 普通 配点 ×  50％ 

Ｄ やや劣る 配点 ×  25％ 

Ｅ 劣る 配点 ×   0％ 

 
３ 価格審査の点数化方法 
  価格審査の配点は、10 点とする。価格審査における価格審査点数は、次の式
によって算出する。 

 
  価格審査点数 ＝ （最低見積価格 ／ 提案価格） × 5 点 
  ※小数点第３位以下は切り捨てる。 
 
４ 同点の場合 
  審査の結果、最も合計点数が高い者が複数あるときは、審査委員の多数決に
より優先交渉者を選定する。 

 


